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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成26年12月16日開催の取締役会において、平成27年４月１日及び平成27年10月１日（予

定）を効力発生日とする会社分割の方式により持株会社体制へ移行することを決議し、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、平

成26年12月16日に臨時報告書を提出いたしました。

また、当社は、その後、平成27年5月19日開催の取締役会における決議の上、当社の100%子会社で

あるシナネン分割準備会社株式会社との間で吸収分割契約を締結したため、金融商品取引法第24条の

５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

しかしながら、シナネン分割準備会社株式会社に一部許認可を承継することが困難になることが判

明したことから、当社は、平成27年7月31日開催の取締役会における決議の上、シナネン分割準備会

社株式会社との間で締結した吸収分割契約を解除したうえで、当社の連結子会社（孫会社）である品

川ハイネン株式会社との間で改めて吸収分割契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の

５第５項の規定に基づき、シナネン分割準備会社株式会社との吸収分割について提出いたしました臨

時報告書の訂正報告書を再提出いたします。

なお、品川ハイネン株式会社との吸収分割につきましては、本日、別途臨時報告書を提出いたしま

す。
 

２【訂正事項】

平成26年12月16日付の臨時報告書及び平成27年5月19日付の臨時報告書の訂正報告書の全範囲
 

３【訂正内容】

当社は、平成27年7月31日開催の取締役会における決議の上、シナネン分割準備会社株式会社との

間で締結した吸収分割契約を解除したうえで、品川ハイネン株式会社との間で改めて吸収分割契約を

締結いたしました。そのため、シナネン分割準備会社株式会社との吸収分割について提出いたしまし

た平成26年12月16日付の臨時報告書及び平成27年5月19日付の臨時報告書の訂正報告書を取り下げる

ものといたします。
 

以　上
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